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【
『
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
～
そ
の
他
の
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
」
の
例
】

第
三
条
し
、
延

一
一
↓
け
、
子

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

連
絡
調
整
そ
の
他
の
便
宜
の
提
供
を
行
う
こ
と
。

三
（
略
）

２
．
３
（
略
）
．

○
地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創

出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
六
十
一
条
第
三
項
関
係
）

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
附
則
第
十
四
条
の
二
関
係
）

【
「
積
極
的
に
取
り
組
む
」
の
例
】

（
市
町
村
等
の
責
務
）

一
条
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
、
次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
関
係
機
関
と
の

ど
も
及
び
そ
の
保
護
者
が
、
確
実
に
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
を
受

へ

略
一

及
び

墹
鯛
引
馴
判
副
剃
封
別
封
飼
璽
詞
謂
勺
ｑ
他
の
詔
ど
も
・
子
育
て
支
援

以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
実
施
に
関

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（
社
会
的
気
運
の
醸
成
及
び
地
域
に
お
け
る
主
体
的
な
取
組
の
促
進
）

第
三
十
三
条
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
は
、
地
域
に
お
い
て
地
域
の
農

林
水
産
物
の
利
用
に
自
主
的
か
つ
凋
嗣
剥
制
圏
淵
凶
細
湖
社
会
的
気
運
が
醸
成
さ
れ

る
よ
う
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
に

よ
る
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
主
体
的
な
取
組
を
尊
重
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
多
様
な

主
体
の
連
携
の
強
化
等
に
よ
い
、
そ
の
一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
の
努
力
）

第
三
十
七
条
事
業
者
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
地

域
の
農
林
水
産
物
を
利
用
す
る
等
、
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
に
樹
鰄
嗣
剛
伺
刷

刎
御
細
到
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
外
国
医
師
等
が
行
う
臨
床
修
練
等
に
係
る
医
師
法
第
十
七
条
等
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
の
特
例
）

第
二
十
四
条
の
二
（
略
）

２
（
略
）

一
当
該
診
療
所
の
開
設
者
が
医
療
の
分
野
に
お
け
る
国
際
交
流
の
推
進
に
主
体

○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

的
に
耐
淵
則
細
刷
刊
則
剛
創
こ
と
。

二
（
略
）

３
（
略
）

【
『
取
り
組
ん
で
い
る
」
の
例
】

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
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第
四
章
の
二
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業

第
五
十
九
条
の
二
醐
澗
剛
１
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
に
資
す
る
子
ど
も
・
子
育

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

【
「
政
府
は
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
と
し
て
、
～
に
対

し
、
助
成
及
び
援
助
を
行
う
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
の
例
】

１
．

２
（
略
）

で
定
め
る
額
（
未
満
）
で
あ
る
」
の
例
】

○
児
童
手
当
法

【
「
～
の
前
年
～
の
所
得
～
が
、
～
の
扶
養
親
族
等
（
及
び
）
～

の
扶
養
親
族
等
で
な
い
児
童
で
～
が
～
の
十
二
月
三
十
一
日
に

お
い
て
生
計
を
維
持
し
た
も
の
の
有
無
及
び
数
に
応
じ
て
、
政
令

（
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

、
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る

業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
そ
の
他
事
業
主
と
連
携
し
て
当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る

労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
育
を
行
う
業
務
に
係
る
も
の
の
設
置
者

て
支
援
の
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る
た
め
、

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）

辿
畢
矼
子
害
畢
上
團
￥
支
援
事
業
と
し
て

（
支
給
要
件
）

第
五
条
児
童
手
当
（
施
設
入
所
等
児
童
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
前
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
回
訓
弔
呵
所
矧
（
一
月
か

ら
五
月
ま
で
の
月
分
の
児
童
手
当
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
の
所
得
と
す
る
。
）
が
、

そ
の
者
刎
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
に
規
定
す
る
同
一
生
計
配

偶
者
及
び
扶
養
親
族
（
施
設
入
所
等
児
童
を
除
く
。
以
下
「
樹
詞
劉
鯛
雪
と
い
う

（
支
給
要
件
）

第
五
条
（
略
）

○
児
童
手
当
法

第
一
号
に
該
当
す
る
者
が
未
成
年
後
見
人
で
あ
り
、
か
つ
、
法
人
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
（
略
）

2

【
「
前
項
に
規
定
す
る
所
得
の
範
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
～

は
、
政
令
で
定
め
る
。
」
の
例
】

（
児
童
手
当
法
附
則
第
二
条
第
三
項
関
係
）

Ｉが
前
年

。
）
並
び
に
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
扶
養
親

腐
禦
制
州
矧
胤
型
劃
司
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

応
じ
て
、
政
令
で
定
め
る
額

削
同
に
言
一
Ｆ
１
の
澗
囲
及
び
そ
の
額
の
計
算
方
法
は
、
政
令
で
定
め
る

の
十
一
月
三
十
目
に
お
い
て
生
計
を
糸
持
し
た
も
の
の
有
無
及
び
数
に

１
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
同
項

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
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第
七
十
七
条
市
町
村
は
、
条

処
理
す
る
た
め
、
審
議
会
そ

す
る
。

一
～
三
（
略
）

四
当
該
市
町
村
に
お
け
る

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

○
大
学
等
に
お
け
る
就
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

議
す
る
こ
と
。

２
．
３
（
略
）

４
都
道
府
県
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
一

る
た
め
、
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一
（
略
）

一

次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す

5

【
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策
」
の
例
】

【
「
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
」
の
例
｝

（
附
則
第
二
条
関
係
）

一
一

（
市
町
村
等
に
お
け
る
合
議
制
の
機
関
）

］
十
七
条
市
町
村
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

壱
理
す
る
た
め
、
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と

か
つ
計
画
的
な
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
当
該
施
策
の
実
施
状
況
を
調
査

審
議
す
る
こ
と
。

（
略
）

つ
計
画
的
な
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
当
該
施
策
の
実
施
状
況
を
調
査
審

当
該
都
道
府
県
に
お
け
る

ど
も
．
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
施
策

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

の
総
合
的
か

の
総
合
的

（
税
制
に
関
す
る
抜
本
的
な
改
革
及
び
関
連
す
る
諸
施
策
に
関
す
る
措
置
）

第
七
条
（
略
）

一
（
略
）

二
個
人
所
得
課
税
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
検
討
す
る
こ
と
。

イ
（
略
）

ロ
給
与
訴
得
陸
驍
に
つ
い
て
は
、
給
与
所
得
者
の
必
要
径
費
に
比
し

（
略
）

（
略
）

個
人
所
得
課
税
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
検
討
す
る
こ
と
。

（
略
）

給
与
所
得
控
除
に
つ
い
て
は
、
給
与
所
得
者
の
必
要
経
費
に
比
し

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会

一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会

○
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
３

改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）

【
「
～
の
観
点
か
ら
、
」
の
例
】

で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な

人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る

修
学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、

子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な

す
る
。

そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ハ
・
二
（
略
）

三
法
人
課
税
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
度
以
降
に
お
い
て
、
雇
用
及
び
国
内

投
資
の
拡
大
刎
割
瑠
刷
刈
引
１
実
効
税
率
の
引
下
げ
の
効
果
及
び
主
要
国
と
の
競

争
上
の
諸
条
件
等
を
検
証
し
つ
つ
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

て
過
大

と
な
っ
て
い
な
い
か
ど
う
か
等
刎
鯏
謝
荊
創
１
実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
後
、

少
子
化
の
Ｌ
展
の
対
処
に
寄
与

（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
）

る

こ
と
を
目
的
と



附

第
二
十
条 叫

第
百
二
十
二
条
次
』

偶
者
」
に
改
め
る
。

一
～
三
（
略
）

四
児
童
手
当
法

五
～
八
（
略
）

（
国
民
年
金
法
等
の
一

第
百
二
十
三
条
（
略
）

○
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律

（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
号
）

【
児
童
手
当
の
所
得
制
限
を
改
正
し
た
際
の
経
過
措
置
の
例
】

（
附
則
第
三
条
関
係
）

貝

二
十
条
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
格
差
の
是
正
及
び
所
得
再
分
配
機
能
の
回
復
の

割
劇
洲
引
１
最
高
税
率
の
引
上
げ
等
に
よ
る
累
進
性
の
強
化
に
係
る
具
体
的
な
措

置
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
度
中
に
必
要
な

法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
．

四
～
六
（
略
）

七
国
際
的
な
取
引
に
関
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な
租
税
回
避
の
防
止
、

投
資
交
流
の
促
進
等
刎
割
瑠
刷
洲
創
必
要
に
応
じ
て
見
直
す
と
と
も
に
、
国
際
連

帯
税
に
つ
い
て
国
際
的
な
取
組
の
進
展
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
す
る
こ
と
。

八
（
略
）

附
則

（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
改
正
）

二
一
十
二
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中

リ

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項

部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

「
控
除
対
象
配
偶
者
」
を
「
同
一
生
計
配
（
理
由
関
係
）

附

第
二
条

○
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等

就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

【
所
得
制
限
の
な
か
っ
た
給
付
制
度
に
つ
い
て
、
法
律
で
所
得
制

限
を
創
設
し
た
際
の
経
過
措
置
の
例
】

○
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
平
成
十
九
年
内
閣
提
出
第
二
十
四
号
）

４
．
５
（
略
）

２
（
略
）

３
訶
須
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
．
３
略

【
「
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進
す
る
一
環
と
し
て
、
」
の
例
】

当
畝
児
童
当
の
支
給
の
制
限
に
↓
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

に
よ
る
児
童
手
当
の
支
私
の
制
限
に
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分
の

第
五
条
第
一
項

規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
六
月
以
後
の
月
分
の
同
法
の
銅

晒
成
二
十
六
・
・
一
一
月
分
以
前
の
月
分
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給

則

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
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劃
掴
週
引
引
斗
割
剰
剴
ｕ
可
１
三
歳
に
満
た
な
い
児
童
の
子
育
て
を
行
う
家
庭
の
経
済

的
負
担
の
軽
減
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
児
童
手
当
の
額
を
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
市
町
村
の
確
認
を
受
け
た
幼
児
期
の
教

育
及
び
保
育
等
を
行
う
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
給
付
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置

を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

要
性
に
鑑
み
、

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育

を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学

資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

○
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
案

（
平
成
三
十
一
年
内
閣
提
出
接

年
内
閣
提
出
第

に
鑑
み
、

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
網
割
剥
制
矧
劉
打
個
矧
荊
【
「
保
育
の
需
要
の
増
大
等
に
対
応
（
し
ど
の
例
】

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
並
び
に
幼
児
期
の
教
育
及
び
保
育
の
重

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性

理
総
合
的
な
少
化
対
策
を
推
進
す
る
環
と
し
て
、

綱
到
刷
馴
劇
伽
訓
詞
化
針
魁
取
を
堆
准
摩
す
る
一
環
と
し
て
、

（
平
成
三
十
一
年
内
閣
提
出
第
十
五
号
）

二
十
一
号
）

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

真
に
支
援
が
必
要
な

（
拠
出
金
の

子
育
て
を
行
う

の
率
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
当
該
拠
出
金
を
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
の
費
用
の
一
部
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

第
六
十
六
条
の
三
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
支
弁
す
る
同
条
第
二
号

【
「
施
設
型
給
付
費
等
支
給
費
用
」
の
例
】

保
育
品
壼
哩
要
の
増
大
等
に
対
応

に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
、
国
、
都
道
府
県
そ
の
他
の
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
以
下
『
施
設
型
給
付
費
等
負
担

対
象
額
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
（
第
十
九
条
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
に
該
当
す
る
支
給
認
定
子
ど
も
の

う
ち
、
満
三
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者

を
含
む
。
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る

理
由

施
設
型
給
付
費
等
支
給
費
用

す
る
た
め
、
一
般
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金

へ
の
充
当
）

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

（
平
成
三
十
年
内
閣
提
出
第
六
号
）
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の
率
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
当
該
拠
出
金
を
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
の
費
用
の
一
部
に
充
て
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る

。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
平
成
三
十
年
内
閣
提
出
第
六
号
）

理
由

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
総
合
的
な
次
世
代
育
成

支
援
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
子
育
て
を
行
う
家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
等
を
図

２
（
略
）

○
児
童
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

（
平
成
十
六
年
内
閣
提
出
第
三
十
三
号
）

【
「
一
般
事
業
主
か
ら
徴
収
す
る
拠
出
金
」
の
例
】

【
「
特
例
給
付
」
の
例
】

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
の
六
分
の
一
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る

割
合
に
相
当
す
る
額
（
次
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
「
拠
出

金
充
当
額
」
と
い
う
。
）
を
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
を
も
っ
て
充

理
由

保
育
の
需
要
の
増
大
等
に
対
応
す
る
た
め
、

て
る
。

般
事
業
主
力
間
収
す
る
拠
出
金

る
観
点
か
ら
、
三
歳
以
上
義
務
教
育
就
学
前
の
児
童
に
係
る
樹
例
絢
州
の
支
給
期
間

を
小
学
校
第
三
学
年
修
了
前
ま
で
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案

を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

○
児
童
手
当
法

（
樹
側
絢
州
）

第
二
条
当
分
の
間
、
第
四
条
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
者
（
第
五
条
第
一
項

を
行
う
。

２
～
７
（
略
）

の
規
定
に
よ
り
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
者
に
限
る
。
）
に
対
し
、
国
庫
、
都
道

府
県
及
び
市
町
村
又
は
第
十
八
条
第
四
項
各
号
に
定
め
る
者
の
負
担
に
よ
る
給
付

附
則

（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
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